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妊
婦
歯
科
健
康
診
査

対
妊
娠
　
週
～
　
週
の
初
妊
婦

１６

２７

※
　
週
を
超
え
た
方
は
健
康
課
へ

２７
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

日
３
月
　
日
（
月
）
午
後
１
時
～

２６

２
時
　
分
受
け
付
け
（
所
要
時
間

１０

は
約
１
時
間
）

場
健
康
福
祉
会
館

内
歯
科
健
康
診
査
・
歯
科
相
談
、

正
し
い
歯
の
み
が
き
方
等

定
　
人
（
申
し
込
み
順
）

１５
申
２
月
　
日
か
ら
電
話
で
イ
ベ
ン

１３

ト
ダ
イ
ヤ
ル
（
辺辺
７
２
４
・
５
６

５
６
）
へ
。

問
健
康
課
辺辺
７
２
５
・
５
４
１
４

返
７
２
５
・
５
１
９
８

 
市
民
公
開
講
座

【
３
・
　
東
日
本
大
震
災
を
振
り

１１

返
っ
て
～
私
た
ち
町
田
市
の
３
・

　
　
き
の
う
　
き
ょ
う
　
あ
し

１１た
】
　
町
田
市
医
師
会
と
共
催
で
す
。

日
３
月
　
日
（
日
）
午
後
１
時
か

１１

ら場
町
田
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム

内
①
震
災
直
後
の
被
災
地
で
初
動

の
医
療
活
動
を
し
た
実
体
験
②
放

射
線
が
私
た
ち
に
及
ぼ
す
影
響
③

震
災
か
ら
の
教
訓
と
対
策

講
①
東
海
大
学
医
学
部
救
命
救
急

医
学
講
師
・
梅
澤
和
夫
氏
②
相
模

原
協
同
病
院
放
射
線
科
治
療
部
長

・
福
原
昇
氏
③
町
田
市
防
災
安
全

健
康
案
内

健
康
案
内

健
康
案
内

課
職
員

定
１
８
０
人
（
申
し
込
み
順
）

申
２
月
　
日
正
午
～
３
月
８
日
に

１３

電
話
で
イ
ベ
ン
ト
ダ
イ
ヤ
ル
（
辺辺

７
２
４
・
５
６
５
６
）
へ
。

問
健
康
総
務
課
辺辺
７
２
４
・
２
９

１
６
返
７
２
４
・
３
０
７
１

メ
タ
ボ
予
防
・
改
善
講
習
会

対
市
内
在
住
の
方

日
３
日
９
日
（
金
）
午
前
９
時
　５０

分
～
正
午

場
健
康
福
祉
会
館

内
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム

と
は
＝
保
健
師
、
食
生
活
の
注
意

点
に
つ
い
て
＝
栄
養
士
、
試
食
と

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク

定
　
人
（
申
し
込
み
順
）

４０
申
２
月
　
日
～
　
日
に
電
話
で
イ

１３

２９

ベ
ン
ト
ダ
イ
ヤ
ル
（
辺辺
７
２
４
・

５
６
５
６
）
へ
。

問
健
康
課
辺辺
７
２
５
・
５
１
７
８

返
７
２
５
・
５
１
９
８

普
通
救
命
講
習
会

対
市
内
在
住
、
在
勤
の
　
歳
以
上

１５

の
方

日
３
月
　
日
（
土
）
午
前
９
時
～

１７

正
午

場
健
康
福
祉
会
館

※
駐
車
場
は
あ
り
ま
せ
ん
。

内
心
肺
蘇
生
法
、
異
物
除
去
法
、

Ａ
Ｅ
Ｄ
操
作
法

定
　
人
（
抽
選
）

３０
費
１
４
０
０
円

申
往
復
ハ
ガ
キ
に
講
習
会
名
・
開

催
日
・
住
所
・
氏
名
（
ふ
り
が
な
）

・
電
話
番
号
を
明
記
し
、
２
月
　２４

日
ま
で
（
必
着
）
に
健
康
課
（
〒

　
―
０
０
１
３
、
原
町
田
５
―
８

１９４―
　
）
へ
。

２１
問
町
田
消
防
署
辺辺
７
２
２
・
０
１

１
９
、
町
田
市
健
康
課
辺辺
７
２
５

・
５
４
７
１
返
７
２
５
・
５
１
９

８

講

演

会

【
ス
ト
レ
ス
に
打
ち
 克
 つ
方
法

か

“
ス
ト
レ
ス
一
日
決
算
主
義
”
の

す
す
め
】

　
メ
ー
ル
で
の
ス
ト
レ
ス
相
談
で

も
知
ら
れ
て
い
る
講
師
が
お
話
し

ま
す
。

日
３
月
　
日
（
日
）
午
後
２
時
～

１８

４
時

場
健
康
福
祉
会
館

※
要
約
筆
記
が
あ
り
ま
す
。

講
横
浜
労
災
病
院
・
山
本
晴
義
氏

定
１
０
０
人
（
申
し
込
み
順
）

申
２
月
　
日
正
午
か
ら
電
話
で
イ

１０

ベ
ン
ト
ダ
イ
ヤ
ル
（
辺辺
７
２
４
・

５
６
５
６
）
へ
。

問
健
康
課
辺辺
７
２
５
・
５
１
７
８

返
７
２
５
・
５
１
９
８

  
健
康
課
保
健
師
 

（
嘱
託
・
臨
時
）

対
保
健
師
資
格
を
有
す
る
方
（
経

験
者
希
望
）
＝
若
干
名

勤
務
期
間
４
月
１
日
～
２
０
１
３

年
３
月
　
日
（
更
新
有
り
）

３１

勤
務
時
間
午
前
８
時
　
分
～
午
後

３０

５
時

勤
務
場
所
健
康
福
祉
会
館
　
他

内
乳
幼
児
健
診
・
相
談
事
業
で
の

保
健
指
導
等

申
健
康
課
母
子
保
健
採
用
担
当

（
辺辺
７
２
５
・
５
４
２
２
）
へ
。

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

※
追
っ
て
面
接
日
を
お
知
ら
せ
し

ま
す
（
履
歴
書
・
保
健
師
免
許
の

写
し
を
持
参
）。

市
立
小
学
校
新
１
年
生
の

生
活
指
導
補
助
者

　
学
校
生
活
に
戸
惑
う
こ
と
の
多

い
新
小
学
１
年
生
が
、
新
し
い
生

活
環
境
に
適
切
に
慣
れ
親
し
む
こ

と
が
で
き
る
よ
う
児
童
を
見
守

り
、
手
助
け
し
て
い
た
だ
き
ま
す

（
賃
金
・
交
通
費
の
支
給
有
り
）。

勤
務
期
間
４
月
５
日
（
木
）
～
５

月
　
日
（
金
）

２５
選
考
書
類
・
面
接

※
応
募
に
必
要
な
書
類
は
郵
送
し

ま
す
の
で
ご
連
絡
下
さ
い
（
募
集

要
領
は
町
田
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
可
）。

※
勤
務
希
望
確
認
書
で
回
答
済
み

の
場
合
は
応
募
不
要
で
す
。

問
指
導
課
辺辺
７
２
４
・
２
１
５
４

給

食

調

理

員
 

（
短
時
間
嘱
託
）

対
長
時
間
の
立
ち
仕
事
に
耐
え
ら

れ
る
方
（
集
団
給
食
作
業
経
験
者

歓
迎
）
＝
３
人
程
度

勤
務
期
間
４
月
か
ら
の
１
年
間

勤
務
時
間
午
前
８
時
　
分
～
午
後

１５

０
時
　
分
（
４
時
間
勤
務
）

１５

勤
務
場
所
市
立
小
学
校
（
勤
務
地

の
指
定
は
不
可
）

選
考
書
類
、
面
接
（
書
類
合
格
者

の
み
）

※
最
終
合
格
者
は
、
採
用
候
補
者

名
簿
に
登
載
し
ま
す
。
名
簿
の
有

効
期
限
は
原
則
、
２
０
１
２
年
５

月
　
日
ま
で
で
す
。
採
用
候
補
者

３１
は
、
欠
員
状
況
に
よ
り
順
次
採
用

し
ま
す
。

申
写
真
を
貼
っ
た
履
歴
書
（
自
筆

で
応
募
動
機
を
明
記
）
を
２
月
　２２

日
ま
で
（
必
着
）
に
直
接
ま
た
は

郵
送
で
保
健
給
食
課
（
〒
　
―
０

１９４

０
２
２
、
森
野
１
―
　
―
　
、
辺辺

３３

１０

７
２
４
・
２
１
７
７
返
７
２
４
・

１
１
５
９
）
へ
。

広
報
課
嘱
託
職
員

対
エ
ク
セ
ル
、
ワ
ー
ド
に
堪
能
な

方
（
編
集
・
校
正
業
務
経
験
者
歓

迎
）
＝
２
人

勤
務
期
間
４
月
２
日
～
２
０
１
３

年
３
月
末

勤
務
日
時
午
前
８
時
　
分
～
午
後

３０

５
時
　
分
、
月
　
日

１５

１６

内
広
報
事
務
全
般

選
考
書
類
審
査
後
面
接

申
写
真
を
貼
っ
た
履
歴
書
と
志
望

動
機
（
原
稿
用
紙
に
自
筆
で
２
０

０
字
以
内
）
を
、
２
月
　
日
ま
で

１７

（
消
印
有
効
）
に
郵
送
で
広
報
課

（
〒
　
―
８
５
２
０
、
中
町
１
―

１９４
　
―
　
、
辺辺
７
２
４
・
２
１
０
１

２０

２３

返
７
２
４
・
１
１
７
１
）
へ
。

 国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
に

加
入
中
の
方
へ

　
株
式
等
に
か
か
る
譲
渡
所
得
等

の
金
額
を
確
定
申
告
す
る
と
、
所

得
や
収
入
の
取
り
扱
い
が
変
わ
る

こ
と
に
よ
り
、
保
険
税
（
料
）
や

高
額
療
養
費
等
の
算
定
、
ま
た
、

国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
・

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
を

お
持
ち
の
方
は
１
割
・
３
割
の
自

己
負
担
の
割
合
が
変
更
に
な
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
詳
細
は
保
険
年

金
課
保
険
加
入
係
（
辺辺
７
２
４
・

２
１
２
４
）、
ま
た
は
保
険
年
金

課
高
齢
者
医
療
係
（
辺辺
７
２
４
・

２
１
４
４
）
へ
。

バ
イ
ク
・
軽
四
輪
は
４
月
１
日
現

在
で
課
税
さ
れ
ま
す

廃
車
等
の
手
続
き

は
お
早
め
に

　
軽
自
動
車
税
は
、
４
月
１
日
現

在
、
町
田
市
内
に
定
置
場
（
使
用

し
な
い
時
に
主
に
駐
車
す
る
場

所
）
が
あ
る
軽
自
動
車
等
を
所
有

し
て
い
る
方
に
課
税
し
ま
す
。

　
次
の
①
～
⑥
に
該
当
す
る
方

は
、
登
録
・
廃
車
・
名
義
変
更
等

の
手
続
き
を
３
月
末
ま
で
に
行
っ

て
下
さ
い
。

①
町
田
市
に
転
入
し
、
前
住
所
地

の
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
が
つ
い
た

バ
イ
ク
等
を
お
持
ち
の
方

②
町
田
市
外
に
転
出
す
る
方
で
バ

イ
ク
等
を
お
持
ち
の
方

③
故
障
等
で
バ
イ
ク
等
を
廃
棄
処

分
し
現
在
所
有
し
て
い
な
い
が
、

ま
だ
廃
車
手
続
き
を
し
て
い
な
い

方④
バ
イ
ク
等
が
盗
難
に
あ
っ
た
方

⑤
人
か
ら
バ
イ
ク
等
を
譲
り
受

け
、
ま
だ
名
義
変
更
を
し
て
い
な

い
方

⑥
バ
イ
ク
等
を
他
人
に
譲
り
、
譲

り
受
け
人
と
連
絡
不
能
の
た
め
、

名
義
変
更
さ
れ
ず
、
課
税
さ
れ
て

い
る
方

【
手
続
き
先
】

　
各
窓
口
と
も
３
月
は
大
変
混
み

合
い
ま
す
の
で
、
手
続
き
は
お
早

め
に
お
願
い
し
ま
す
。

○
１
２
５
㏄
以
下
の
原
付
バ
イ
ク

と
小
型
特
殊
自
動
車
＝
市
民
税
課

辺辺
７
２
４
・
２
１
１
３
、
忠
生
市

民
セ
ン
タ
ー
辺辺
７
９
１
・
２
８
０

２
、
鶴
川
市
民
セ
ン
タ
ー
辺辺
７
３

５
・
５
７
０
４
（
い
ず
れ
も
平
日

の
み
）

○
１
２
５
㏄
を
超
え
る
バ
イ
ク
＝

多
摩
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
辺辺

０
５
０
・
５
５
４
０
・
２
０
３
３

○
軽
三
輪
・
軽
四
輪
自
動
車
＝
軽

自
動
車
検
査
協
会
多
摩
支
所
辺辺
０

４
２
・
３
５
８
・
１
４
１
１

【
税
申
告
は
お
済
み
で
す
か
】

　
１
２
５
㏄
を
超
え
る
バ
イ
ク
・

軽
四
輪
等
は
、
名
義
変
更
や
廃
車

手
続
き
の
ほ
か
に
、
税
申
告
の
手

続
き
も
必
要
で
す
。
例
年
、
名
義

変
更
や
廃
車
手
続
き
が
４
月
１
日

以
前
に
済
ん
で
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
税
申
告
の
手
続
き
が
な
さ

れ
な
い
た
め
に
、
誤
っ
て
納
税
通

知
書
が
発
送
さ
れ
る
場
合
が
多
く

あ
り
ま
す
。
お
手
数
で
す
が
、
市

民
税
課
で
税
申
告
手
続
き
の
有
無

を
確
認
し
て
下
さ
い
。

問
市
民
税
課
辺辺
７
２
４
・
２
１
１

３
返
７
２
４
・
１
１
７
７

鞍
杏

庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵

鞍 杏庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵
「
知
っ
て
お
き
た
い
放
射
能
早
分
か
り

ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」を
配
布
し
て
い
ま
す

「
知
っ
て
お
き
た
い
放
射
能
早
分
か
り

ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」を
配
布
し
て
い
ま
す

　
市
で
は
、
放
射
線
に
関
す
る
基

本
的
な
知
識
、
外
部
被
ば
く
や
内

部
被
ば
く
を
低
減
さ
せ
る
た
め
の

家
庭
で
で
き
る
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫

を
盛
り
込
ん
だ
小
冊
子
「
知
っ
て

お
き
た
い
放
射
能
早
分
か
り
ハ
ン

ド
ブ
ッ
ク
」
を
配
布
中
で
す
。

　
小
さ
な
お
子
さ
ん
を
持
つ
保
護

者
の
方
な
ど
、
ご
希
望
の
方
は
次

の
窓
口
で
お
受
け
取
り
下
さ
い
。

配
布
場
所
保
健
企
画
課
（
町
田
市

保
健
所
２
階
）、
健
康
課
（
健
康

福
祉
会
館
１
階
）、
子
育
て
支
援

課
（
市
役
所
本
庁
舎
２
階
）、
教

育
総
務
課
（
市
役
所
森
野
分
庁
舎

３
階
）、
各
市
民
セ
ン
タ
ー
、
町

田
・
南
町
田
の
各
駅
前
連
絡
所
、

木
曽
山
崎
・
玉
川
学
園
文
化
の
各

セ
ン
タ
ー

※
冊
子
に
は
一
部
誤
り
が
あ
り
ま

し
た
。
正
し
く
は
下
表
の
と
お
り

で
す
。
ま
た
、
１
月
　
日
ま
で
に

３１

配
布
さ
れ
た
冊
子
に
は
正
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表
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差
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ま
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
併
せ
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詫
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す
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２
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６

３
７
返
７
２
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・
３
２
４
９

申し込み定　員会　場日　時会議名
事前に電話で
高齢者福祉課
（辺辺７２４･２１４６）
へ各５人

（申し込
み順）

健康福祉
会館２階
健康教育
室

２月２０日（月）
午後６時３０分
～８時３０分

町田市地域
包括支援セ
ンター運営
協議会

２月２０日まで
に電話で高齢
者福祉課（辺辺
７２４･４０４８）へ

２月２１日（火）
午後６時３０分
～８時

介護保険苦
情相談調整
会議

正誤表
誤正訂正箇所

※P．１７にURL※P．１８にURL表紙裏面ページ　図下
の注釈

０.５５μSv０.５５mSv１０ページ　本文右側１３
行目

（P１７に（P１８に１５ページ　本文右側２
行目

０５７０－０９１１１０１０５７０－０９１－１０１
１９ページ　東京都水道
局多摩お客様センター
のナビダイヤル番号

山本晴義氏


